
国土交通省における生物多様性の取組

平成２１年７月２８日

中央環境審議会生物多様性国家戦略小委員会

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

第三次生物多様性国家戦略における国土交通省関連施策

『〔第２部〕 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する行動計画 』 に関係各省の具体的施策（約660）を記載。

１ 緑地の保全・再生・創出・管理に係る総合的な計画の策定

『〔第２部〕 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する行動計画 』 に関係各省の具体的施策（約660）を記載。

→ 主に 『 〔第１章〕 国土空間的施策 （地域空間施策） 』 に国土交通省施策を位置付けて施策を展開

〔第７節〕 都市

〔第８節〕 河川 湿原など１. 緑地の保全 再生 創出 管理に係る総合的な計画の策定
１．１ 緑の基本計画

２. 緑地、水辺の保全・再生・創出・管理に係る諸施策の推進
２．１ 都市公園の整備

２．２ 道路整備における生物多様性の保全への配慮

２ ３ 下水道事業における生物多様性の保全への取組

１． 生物の生息・生育環境の保全・再生
１．１ 多自然川づくり

１．２ 自然再生事業

１ ３ 河川 湿地などにおける連続性の確保

〔第８節〕 河川・湿原など

２．３ 下水道事業における生物多様性の保全への取組

２．４ 緑地保全地域、特別緑地保全地区

２．５ 近郊緑地保全区域、近郊緑地特別保全地区

２．６ 歴史的風土保存区域、歴史的風土特別保存地区

２．７ 風致地区

２ ８ 市民緑地

１．３ 河川・湿地などにおける連続性の確保

１．４ ダム整備などにあたっての環境配慮

１．５ 渓流・斜面などにおける土砂災害対策にあたっての環境配慮

１．６ 山地から海岸まで一貫した総合的な土砂管理

１．７ 湿地の指定・保全

１ ９ 河川・湿原などにおける外来種対策２．８ 市民緑地

２．９ 生産緑地地区

２．１０ 屋敷林、雑木林などの保全

２．１１ 民有地における緑の創出、屋上緑化・壁面緑化の推進

３． 緑の保全・再生・創出・管理に係る普及啓発など
３ １ 緑に関する普及啓発の推進

１．９ 河川・湿原などにおける外来種対策

２. 水環境の改善
２．１ 河川・湖沼などにおける水質の改善

２．２ 河川などにおける清流の確保

２．３ ダムの弾力的管理試験による河川環境の改善

３ 住民との連携 協働３．１ 緑に関する普及啓発の推進

３．２ 下水道における生物多様性の保全に関する普及啓発

１. 沿岸・海洋の生物多様性の総合的な保全
藻 潟 保全 生

３. 住民との連携・協働
３．１ 住民との連携・協働による川づくり

４. 河川を活用した環境教育や自然体験活動
４．１ 「子どもの水辺」再発見プロジェクト

４．２ 市民団体による河川を活用した自然体験活動の推進

境 究

〔第９節〕 沿岸・海洋

１．３ 藻場・干潟の保全・再生

３. 海岸環境
３．１ 海岸環境の保全・再生・創出

４. 港湾環境
４．１ 港湾環境の保全・再生・創出

５. 河川環境に関する調査研究
５．１ 河川水辺の国勢調査

５．２ 河川生態学術研究

５．３ 自然共生研究センター

５．４ 水生生物調査

５. 海域汚染対策
５．１ 海上における活動に起因する汚染対策

５．２ 海域における水質浄化対策

５．３ 閉鎖性海域の水環境保全 １



緑地の保全・再生・創出の推進 （第７節２．緑地、水辺の保全・再生・創出・管理に係る諸施策の推進）

野生生物の生息・生育環境の形成や自然とのふれあいの場となる都市公園等の整備を行うとともに、都市に
おける自然的環境を現状凍結的に保全する特別緑地保全地区制度の活用を推進する。

緑地環境整備総合支援事業による

特別緑地保全地区

動植物の生息地等として保
全すべき緑地について、開発

緑地環境整備総合支援事業による
水と緑のネットワークの形成

（都市公園等、核となる拠点の整備）

を規制し、行為規制に伴う土
地の買入などにより、その良
好な自然環境を現状凍結的に
保存。

鴻巣山特別緑地保全地区（福岡市）

特別緑地保全地区の指定状況
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２

都市緑化等の推進 （第７節２．１１民有地における緑の創出、屋上緑化・壁面緑化の推進）

市街 緑 推進を 建築物 敷 緑 率 低 度 規制を う緑 域制市街地における緑化の推進を図るため、建築物の敷地について緑化率の最低限度の規制を行う緑化地域制
度の普及に努めるとともに、屋上緑化や壁面緑化の推進を図る。

各年別 全国屋上緑化 施 積単年 ㎡

緑化地域

敷地面積が1,000㎡（条例により300㎡まで引き

下げ可能）以上の建築物の新築・増築に際して

各年別 全国屋上緑化 施工面積
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一定の緑化を義務づけ

（名古屋市：H20.10、横浜市：H21.4導入）
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各年別 全国壁面緑化 施工面積
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公共用水域の水質改善及び健全な水循環系の構築 （第７節２．３ 下水道事業における生物多様性の保全への取組）

水道 整備 高度処 推進 合流式 水道 改善等 水域 水質改善を推進す も下水道の整備や高度処理の推進、合流式下水道の改善等による公共用水域の水質改善を推進するとともに、
下水処理水、雨水渠等の活用による水辺の再生・創出を推進する。

効率的 効果的な合流式下水道改善対策の推進閉鎖性水域等の水質改善のための高度処理の段階 効率的・効果的な合流式下水道改善対策の推進

「合流式下水道改善計画策定の手引き（案）」の策定・公表
（H20.3）し、計画作成のフォローアップや新技術の導入
等により効率的 効果的な改善対策を推進

閉鎖性水域等の水質改善のための高度処理の段階
的推進

報告書「水・物質循環系の健全化に向けた流域管理
のあり方について」（H19 11）において 高度処理の計 等により効率的・効果的な改善対策を推進。のあり方について」（H19.11）において、高度処理の計

画的かつ着実な推進を図るため、段階的高度処理の
考え方を提示。

高度処理に係る段階的な施設整備イメージ高度処理に係る段階的な施設整備イメージ放流水質 高度処理に係る段階的な施設整備イメージ高度処理に係る段階的な施設整備イメージ放流水質 高度処理に係る段階的な施設整備イメージ高度処理に係る段階的な施設整備イメージ放流水質 高度処理に係る段階的な施設整備イメージ高度処理に係る段階的な施設整備イメージ放流水質
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雨水吐口

水辺空間の再生による健全な水循環系の構築

初年度
（現況）

5年目 10年目 15年目 目標年度初年度
（現況）

5年目 10年目 15年目 目標年度初年度
（現況）

5年目 10年目 15年目 目標年度初年度
（現況）

5年目 10年目 15年目 目標年度

合流改善に関する新技術の例：

雨天時の簡易処理を高度化して汚

濁負荷量を削減

合流改善により干潟の環境が改善

河川局とともに「都市の
水辺整備ガイドブック」
を作成・公表（H21.2）。

千葉市の事例（千葉市パンフレットより） ▼

福岡県大牟田市提供

▼

４

自然再生への取組み（円山川） （第８節１．２自然再生事業）

ウノトリ 野生復帰を目標に掲げ 地域住民と行政（国土交通省 兵庫県（河川 農林 環境 教コウノトリの野生復帰を目標に掲げ、地域住民と行政（国土交通省・兵庫県（河川・農林・環境、教
育部局等）、豊岡市等）による「円山川水系自然再生計画検討委員会」を平成１５年８月に設立し、
一体となって自然再生を推進。

営巣場となる里山林の整備・保全や、餌場となる湿地や水田の整備、保全、餌動物の生息場となる河川・水路・
水田の連続性の確保、及びこれらを見守る環境教育システムの整備等を積極的に実施する。

掘削範囲

立野大橋

立野大橋

改修直後（2007年6月）

湿地化

改修前（2007年3月） 改修後（2008年10月）

掘削範囲

撮影箇所

写真提供：県立コウノ
トリの郷公園

環境教育

改修直後（2007年6月）

 河 岸 に お け る 湿 地 の 創 出 （ 野 上 地 区 上 流 ）  

改修前（2007年3月） 改修後（2008年10月）

立野大橋下流右岸から
左岸を望む

トリの郷公園
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・環境教育プログラムの整備
・体験活動の機会の提供 等

湿 地 （ 河 岸 ） の 創 出  
の 利 用 な ど  

0
20

H16 H17 H18 H19 H20

平成１６年度に比べ、平成２０年度末には、
湿地面積が約４１ha（約５０％）増加。 ５



河川流域におけるエコロジカルネットワークの形成 （第８節１．３河川・湿地などにおける連続性の確保）

本川の河床の低下や樋門・樋管などの整備により河川と流入水路との間に大きな段差が生じ、河川と周辺地本川の河床の低下や樋門 樋管などの整備により河川と流入水路との間に大きな段差が生じ、河川と周辺地
域（水田など）との連続性が分断されている箇所が多く見られる。

⇒河川と流入水路との連続性を評価し、河川と水田・水路の双方を生息の場として利用する魚類（ドジョウな
ど）が往来できる構造への改善を検討。

○遡上環境調査○遡上環境調査
・水際植生や河床材料、水田の有無により遡上

環境を評価

◆◆遡上環境及び連続性の評価遡上環境及び連続性の評価 （平成２１年度実施）

環境を評価
（評価の例）

ａ①

① ②

項目 点数
植生の有無 ５
河床状況 ３

ａ①：水路状況(上流を望む) Ａ②：排水樋門Ａ①：本川との合流

※各項目５点満点。

○連続性調査○連続性調査
・河川敷地内 敷地外 水路 水田間の３区分の

Ａ①

ａ①

ｂ②
ｂ①

水Ｂ①

Ａ②

ａ②
河床状況
水田の有無 ５

・河川敷地内、敷地外、水路-水田間の３区分の
それぞれの分断状況（水面落差）を評価

（評価の例）
Ａ①

水田Ｂ①

水面落差 30cm 分類 点数
落差≦20cm ５

◆◆連続性確保の検討連続性確保の検討 （平成２１年度以降の取組） ＜対策イメージ＞

落差＞20cm ３

Ｃ：水田接続部（水田排水管）Ｂ①：接続部

・各地域の代表箇所で調査を実施し、連続性の分断状況を把握

・適切に連続性を確保できる樋門・樋管等の構造上の改善方法について提案

・地域の取り組みを踏まえ必要に応じて施設を改善

河川と農業水路との落差の解
消（小貝川）

６

河川水辺の国勢調査 （第８節５．１河川水辺の国勢調査）

（４）調査実績（４）調査実績（１）目的（１）目的
・平成２年度から調査を開始。
・５年で各生物項目が１巡するように毎年調査を実施し、
平成１７年度で３巡が終了。

・平成１８年度から４巡目の調査を開始。

河川を生物環境という観点からとらえ、定期的、継続的、
統一的に、基礎情報を収集整備する。

（２）対象河川及びダム（２）対象河川及びダム
主に全国１０９の一級水系の直轄区間の河川及びダムを対象 （年度）主に全国１０９の 級水系の直轄区間の河川及びダムを対象

（３）調査項目（３）調査項目
魚類、底生動物、植物、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、

陸上昆虫類等、動植物プランクトン（ダム湖版のみ）

（年度）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

１巡目 ２巡目 ３巡目 ４巡目

（５）調査結果の活用（５）調査結果の活用

●生物分布状況の変化の把握

●外来種植物の分布状況把握と対策への活用
～アレチウリ対策への活用～
・調査対象地のアレチウリ群落面積が９年間で４ ５倍に

～暖地性チョウ類の分布域の北進～
ナガサキアゲハ：
・本来は四国南部・九州以南を生息域
・１～３巡目調査結果から分布を確認すると、
生息域が北上している

・調査対象地のアレチウリ群落面積が９年間で４.５倍に
拡大

・かつてヨモギやカワラマツバの群落等が確認されていた
場所にアレチウリが繁茂。

・生育環境などに関する調査研究や除去を実施。

確認河川の北限の変化

生息域が北上している。
：アレチウリ群落
：河原および礫原の

在来植生
：ヨシ、オギなどの河辺

在来植生
：その他の植生平成６年

３巡目
ナガサキアゲハ（♀）

：その他の植生平成６年

アレチウリの繁茂（平成１５年８月）

(H13～H15)

１巡目
（H2～H7)

２巡目
（H8～H12）

平成１５年

刈り取り直後（平成１５年９月） ７



河川における外来種対策の取組 （第８節１．９河川・湿原などにおける外来種対策）

近年 河川区域内においてブラ クバス オオキンケイギク ボタンウキクサなどの外来種が急速に分布を拡

アレチウリ, 54件,

(9%)その他の外来種, 64

件 (11%)

近年、河川区域内においてブラックバス、オオキンケイギク、ボタンウキクサなどの外来種が急速に分布を拡
大しており、各地における外来種対策事例の収集、調査研究を進め、効果的な対策を実施している。

■アンケート結果（外来種による被害※の件数（直轄の河川事務所を対象に実施；

ブルーギル,

41件, (7%)
ハリエンジュ,

41件, (7%)

オオキンケイギク,

43件, (7%)

件, (11%)

その他の魚類, 40件,

(7%)

【H20】

平成17年、平成20年）

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

被害件数(件)
植物 魚類 その他の外来種

件数

【Ｈ２０】

（※被害の恐れがあるとしたものも含む。）

ブラックバス,

75件, (13%)

その他の植物, 212

件 (39%)

被害件数
570件

350件(61%)

115件(55%)

156件(27%)

72件(35%)

64件(11%)

21件(10%)H17

H20

計：208件

計：570件

【Ｈ２０】
５７０件

件, (39%)

◆◆河川における外来種対策検討の体制河川における外来種対策検討の体制

○外来種影響・対策研究会○外来種影響・対策研究会 （Ｈ１０～）
河川における外来種全般を対象に現地に即した対策を検討

◆◆淀川におけるボタンウキクサ対策淀川におけるボタンウキクサ対策

・平成１９年までは秋季に繁茂したボタ
ンウキクサを重機で水揚げ。

◆◆オオキンケイギク植オオキンケイギク植
生管理実験生管理実験

・実験区において、抜き
取り（ ） 刈り・河川における外来種全般を対象に現地に即した対策を検討。

対策事例を整理し改訂版事例集としてとりまとめ。
○外来魚対策検討会○外来魚対策検討会 （Ｈ１９～）

・コクチバスを主体とし、生息調査手法や効果的な外来魚対
策手法を検討。

・平成２０年度は生育状況を監視し、繁
茂する前の株の小
さい初期段階に人
手により除去。

平成 年度は平

取り（Ｈ１８～）、刈り
取り（Ｈ１９～）、表土
はぎ取り等の実験（Ｈ
２０～）を実施。

・抜き取り 表土はぎ取
○外来植物対策懇談会○外来植物対策懇談会 （Ｈ２０～）

・アレチウリ等の代表的な外来植物の生態と
在来種に対する影響等の把握、及び防除
技術等を検討

・平成２０年度は平
成１９年のような繁
茂にはいたらず。 ボートを用いた回収・搬送

抜き取り、表土はぎ取
りは防除効果が高い
ことを確認。

◆◆「河川における外来種対策の考え方とその事例「河川における外来種対策の考え方とその事例【【改訂改訂
版版】】－主な侵略的外来種の影響と対策－」－主な侵略的外来種の影響と対策－」
（平成20年12月）

平成１９年１０月 平成２０年１０月 表土はぎ取り状況 ８

自然の再生力を利用した水質改善の推進 （第８節２．１河川・湖沼などにおける水質の改善）

水質が悪化した湖沼等において 自然の再生力を活用し 新たな水質改善対策を検討する水質が悪化した湖沼等において、自然の再生力を活用し、新たな水質改善対策を検討する。

栄養塩類の負荷削減流域内物質循環沈水植物

＜水質改善対策の例＞

干し上げ① ② ③栄養塩類の負荷削減

栄養塩類を吸収

底泥の巻き上げを防止

流域内

農地

流域内

農地

湖沼の

有機物

湖沼の

有機物

肥料化肥料化
の再生

干し げ
底泥中の藻類

発芽率を低下

① ③

① 植物による浄化機能の活用事例（霞ヶ浦／茨城県）

・かつて霞ヶ浦に自生した沈水植物群落を用いた水質改善手法を検討かつて霞ヶ浦に自生した沈水植物群落を用いた水質改善手法を検討

・平成２０年より、湖岸の実験池で沈水植物再生のモデル試験を実施

・水質（透明度等）の評価項目を測定し、水質改善効果を評価

水質（透明度等）の改善へ

水質（透明度等） 評価項目を測定 、水質改善効果を評価

実験池でのモデル試験

リュウノヒゲモ
（Ｈ２０より実施）

水質（透明度等）の改善へアオコが発生 沈水植物の
再生

エビモ ササバモ

モニタリングの実施 ９



海岸環境の保全・再生・創出 （第９節３．１海岸環境の保全・再生・創出）

ウミガメやカブトガ とい た海生生物や アジサシ チドリ類などの野鳥などにと て重要な生息場所などとウミガメやカブトガニといった海生生物やコアジサシ、チドリ類などの野鳥などにとって重要な生息場所などと
なっている海岸や自然景観との調和を図る必要が高い海岸において施設の配置や構造の工夫を行うととも
に、砂浜の保全などを行い、自然環境と調和した海岸を形成するエコ・コースト事業等を推進。また、住民や
関係機関と連携しつつ、継続的なモニタリングや環境学習の場としての活用を行っている。関係機関と連携し 、継続的な タリングや環境学習の場としての活用を行って る。

伊勢湾西南海岸（三重県）における取組 竹原港海岸（広島県）における取組

地域懇談会の実施 ・生態系に配慮し
近隣 砂を使 稀少動物（カブトガニ等）の近隣の砂を使用。
・環境教育の場を創設

稀少動物（カブトガニ等）の
生活環境を確保・拡大

子供たちと
アカウミガメの
ふ化調査を実施

アカウミガメの
上陸

生物の生息環境に配慮した
海辺づくりを実施 １０

生物共生型護岸 ～「潮彩の渚」の事例～ （第９節４．１港湾環境の保全・再生・創出）

港湾局では 老朽化した護岸の更新に併せて生物共生機能を付加させる とにより 生物生息場を創出し 良港湾局では、老朽化した護岸の更新に併せて生物共生機能を付加させることにより、生物生息場を創出し、良
好な海域環境の再生・創出に取組んでいる。

また、市民・ＮＰＯと協働して干潟観察やアマモ移植などの環境教育活動を実施している。

生物共生以外のメリット
施工前

◇ＮＰＯ等と連携しながら、市民を対象に「自然体験
活動」を実施。環境学習の場として活用され、環境改
善意識の醸成を図っている。

「潮彩の渚」

○整備の目的

1. 古くなった護岸をつくりなおすときに、
自然を再生する

（横浜港湾空港技術調査事務所）

前面水域の確保

施工後 （平成20年3月完成）

2. 干潟や磯場にどんな自然が
生まれるかを調べたり、研究する

3. 市民と海とのふれあいの場をつくる

地震時の滑動を抑制

調査エリア

調査エリアです。
自然体験活動には使いません。 ◇確認された主な生物 （平成21年2月時点）

自然条件や構造形式などが異なる様々な
条件の下で 護岸の 部として干潟や藻

自然体験活動エリア

1 0

自然体験活動は、
このエリアで行います。

アサリ ゴカイ

条件の下で、護岸の一部として干潟や藻
場等の整備を行い、生物相の改善効果等
の調査を実施。

秋田県 秋田港

全国５箇所にて実施

調査エリア

0m
+0.5m

+1.0m

約50m

アサリ ゴカイ

大阪府 堺泉北港

新潟県 新潟港

秋田県 秋田港

調査エリア

約20m １３０種以上の生物を確認

マメコブシガニ
マハゼ 福岡県 北九州港

沖縄県 石垣港

１１



環境価値の高い不動産ストックの形成 （第７節２．緑地、水辺の保全・再生・創出・管理に係る諸施策の推進）

・ 我が国の不動産分野においても、省エネ、低炭素化、生物多様性など環境の観点から質の高い

不動産（環境不動産） ト ク 形成を図る とが重要とな る 我が国 は世界的に高 環不動産（環境不動産）ストックの形成を図ることが重要となっている。我が国では世界的に高い環
境配慮技術を有するものの、環境不動産が投資家等に認識・評価され持続的に投資が促進される状
況に至っていない。

・このため、不動産の環境価値が投資家など市場参加者に認識・評価されるための情報提供のあり

環境不動産を巡る市場参加者 期待される効果

方等について検討を行っている（平成20年12月より｢不動産における｢環境｣の価値を考える研究

会｣を設置）。これにより、建築物と一体となった緑地の形成が促進され、地球温暖化の防止や生
物多様性保全等に寄与することなどが期待される。

【投資家】
・機関投資家
・個人投資家

【ディベロッパー】
・不動産業
・建設業 等

【テナント】
・一般事業法人
・地方公共団体 等

環境不動産を巡る市場参加者 期待される効果

・不動産の環境価値の
向上
優良な環境不動産ス

個 投資家
・海外投資家 等

方 共団体 等

長期安定的な
資金の供給

利用の促進良質な物件
の供給

必要な情報の提供

・優良な環境不動産ス
トックの形成

環境不動産

必要な情報の提供

不動産市場における
環境不動産の評価
のあり方の検討

条件整備
・現在、企業の社会的責任（ＣＳＲ）の観点からの

・省エネ、低炭素化、生物多様性等に配慮した
環境価値の高い建築物とその周辺緑地

○東京ミッドタウン（港区）
不動産取組としての環境対策が実施されはじめている。

・省エネや緑化等の技術開発は進められているが、
それらの評価のあり方や情報の不足等により、
市場での評価が伴っているとはいえない。

各関係主体に対する
適切な情報提供

○東京ミッドタウン（港区）
赤坂九丁目防衛庁跡地開発のプロジェクト。
敷地内の既存樹木を活用し、隣接する檜町
公園と一体的な緑地整備を行い、周辺緑地
をつなぐ緑のネットワーク形成に貢献。 １２




